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要　　約
バングラデシュにあるグラミン銀行は、従来銀行融資の対象とならないとされてきた農

村女性を対象に少額の無担保融資を行っていることで知られているが、1984年に、雨漏り

がする、水に浸かるといった劣悪な住環境を改善する目的で、住宅ローンを開始した。今

日では、グラミン銀行から融資を受けている人のうち4人に1人がその住宅ローンで建てた

住宅に住んでいる。その借り手の大半は女性である。

本稿では、まず、貧困女性の現状、住宅ローン概要、女性の財産についての通念を述べ

たうえで、筆者の調査に基づき、家庭内において不安定な立場に立たされる場合が多い女

性について、住宅ローンを利用して自己名義の住宅を所有するに至った女性と、住宅ロー

ンを借りていない女性との比較を試みながら、特に財産面からとらえてみた。

その結果、以下のことが明らかとなった。①住宅を建築するために、宅地委譲という形

で男性（主に夫）からの協力を得ている、②住宅ローンの仕組みは宅地・住宅の所有者と

して女性を保護している、③住宅そのものが女性の大きな財産となっている、④女性にと

って住宅は、老後の住み家となり得る永続的な居場所となっている、⑤貸家・貸間という

ビジネスが経済的な安定に寄与している。これらのことから、住宅ローンは、女性の生活

に法的・経済的・社会的な安定をもたらしていることがわかった。

ABSTRACT
The Grameen Bank in Bangladesh is well known for extending small-uncollateralized

loans to women living in rural villages who were previously excluded from receiving any
kind of bank loan. In 1984, the bank started a housing loan program for the purpose of
improving the inadequate housing environment such as rain leaks and flooding. Today,
one out of four people with a loan from the Grameen Bank lives in housing built by the
housing loan program and majority of them are women.

This article first introduces the current situation of women in poverty, and gives an
overview of housing loan programs and a general idea of women’s assets. Then, based on
the author’s research, it discusses women who are likely to be placed in an unstable posi-
tion in the family, particularly in light of their assets, by comparing women who success-
fully own a house through the housing loan program and those who do not use the pro-
gram.
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The research revealed the following five points : (1) In order to own houses, women
gain cooperation from men (mostly their husbands) in the form of land transfer. (2) The
mechanism of the housing loan program protects women as house owners or landowners.
(3) A house itself becomes a major asset for a woman. (4) A house secures a permanent
place for a woman to live, most likely being kept even after she gets old. (5) Letting a
house or room contributes to financial stability. In consideration of these, it is obvious that
the housing loan program brings legal, financial and social stability to women’s lives.

I はじめに―バングラデシュの女生
と住宅ローン

バングラデシュの貧困層注1）の女性は、家庭内に

おいて不安定な立場に立たされる場合が多い注 2）。

家庭内における権威者は男性であり、この権威は

離婚に際し端的に発揮される。たとえば、talaq

（離婚するぞ）という言葉を夫が3回唱えるだけで、

離婚は比較的簡単に成立するといわれている。ま

た、離婚という形でなくても妻が夫から遺棄され

ることもある（マローニー［1994］pp.28-29）。さ

らに、バングラデシュでは年老いた親の扶養に関

する責任の所在が曖昧なことから、夫に先立たれ

た老齢の妻は極めて不安定な立場に置かれる（外

川［1993］pp.45-46）注 3）。このような不安定な立

場にある女性たちにとって、彼女らが身を置く場

所、つまり住居の問題は深刻である。特に、貧困

層の女性のうち、経済活動に従事している者は、

大半がインフォーマルセクターの職業に就き、十

分な収入を得ることができない状況にある。した

がって、何らかの理由で女性が夫を失った場合、

女性が住む場所は、①自己所有の住宅、②実家、

③借家・間借り、④小屋のような家、⑤子どもの

家（同居）、⑥今までどおりの住宅、⑦路上、であ

ると考えられる。

こうした状況の中で、グラミン銀行の住宅ロー

ンが貧困層の女性にもたらす影響は大きい。本稿

では、特に経済面の影響に焦点を当て、その意義

を考えてみたい。

1. 住宅ローン概要

1984年、グラミン銀行は、雨漏りがする、水に

浸かるといった劣悪な住環境を改善する目的で、

住宅ローンを開始した。これは、バングラデシュ

政府が1993年に明言した国家住宅政策（National

Housing Policy）注4）に先駆けること9年前のことで

ある。グラミン銀行が提唱する理想的な住宅とは、

その土地で調達可能な資材や技術を用いて安価に

建築された、丈夫で、かつ安全で快適な、仕事場

を兼ねた生活の場である（Nazrul, Amirul, Khadem

［1989］p.24）。また、グラミン銀行が提案する標準

デザインは、床面積20m2（6坪余り）、長方形の1

部屋に切妻の屋根がある家である（Nazrul, Amirul,

Khadem ［1989］pp.24-25）。借り手は、グラミン銀

行から実費で標準タイプの家屋に必要なコンクリ

ートの柱（市場から調達可能な場合はこの限りで

はない）と簡易トイレの提供を受けるが、それ以

外は、設計から建築にかかわるすべてのことを主

体的に行っている。実際に住宅建築では、家族の

協力の下、住宅のデザイン、建築資材の購入と運

搬、土壁や土床づくりが行われ、そして必要があ

れば大工やレンガ壁職人の、時には親戚の手を借

りて家を建築している。こうして完成した住宅の

多くは、トタン葺きの屋根に8本の鉄筋コンクリ

ートの柱があり、竹編またはトタンの壁で囲われ

た、工場や納屋を兼ねたものである注5）。

グラミン銀行年次報告書2000年度版（Grameen

Bank［2001］pp.41-43）によると、初年度（1984年）、

わずか317軒だった住宅ローン融資の対象家屋は、

16年後の2000年末現在には53万3000軒までに達

し、累積貸付総額は75億タカとなっている。住宅

ローンの借り手は、男性が7.6%、女性が92.4%

（Grameen Bank［2001］p.41）であり、グラミン銀

行から融資を受けている人たちのうち4人に1人が

住宅ローンで建てた住宅に住んでいる。また、グ
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集会の場において慎重に選択されており、2000年

末現在の返済率は99%と、債務不履行に陥るケー

スは極めて少ない。万一問題が発生した場合は、

他の借り手が住宅を購入して債務を引き継ぐ、あ

るいは借り手の夫に債務を引き継いでもらうなど、

あくまでも話し合いによる解決策を導き出し法的

手段に訴えることはしない、という方針が採られ

ている。

2. バングラデシュの女性の財産についての通念

バングラデシュの女性は、ハナフィ・イスラム

法（The Hanafi Muslim Laws）注9）により、妻、娘、

母といった立場から、故人の財産を相続する権利

を有する。夫を亡くした妻の場合、8分の1を相続

し、残りを息子と娘が2対1の割合で相続する。夫

婦に子どもがない場合は、妻は4分の1を相続し、

残りは亡夫側の兄弟といった親類に配分される。

息子を亡くした母親は、彼女の孫（息子の子ども）

に財産分与を行うという条件で、6分の1を相続で

きる。両親が死亡し、自分の兄弟がいない娘の場

合は、2分の1を相続し、残りは父方の兄弟あるい

はその子どもが相続する（Mizan [1994] p.40）。

次に、女性はこのような相続する権利をどのよ

うに行使しているか、一般にいわれている現実を

見てみたい。

バングラデシュでは、女性が自らの財力で資産

を形成することは容易ではない注10）。そのため、相

続は最も一般的かつ合法的な財産獲得の方法であ

り、先に示したように女性にもその権利は与えら

れている。しかし、女性は伝統的に財産の相続を

放棄し、それを兄弟に委譲しているのが実情であ

る。そして、そのような行為は立派で分別がある

と見なされている。さらに、相続放棄の要因とし

て、パルダ（purdah：女性を外部の者から隔離し、

家の囲いの中で生活することを女性に要求する社

会的慣習）を挙げることができる。パルダにより、

バングラデシュの女性は農地を耕作する、あるい

は収穫物を売買するという行為は規制されている

（Zaman［1996］p.8）。たとえ相続したとしても、そ

の管理は夫や息子に委ねられている（バングラデ

ラミン銀行は、バングラデシュにあるおよそ6万

8000の村のうち、60%に当たる4万225村をカバー

し、全土を15に区割りした広域ゾーンにくまなく

支店を配置し、業務を展開している注6）。以上から、

グラミン銀行の貧困層向け住宅ローン（グラミン

銀行からの借り入れ時点で、土地所有が0.5エーカ

ー未満、あるいは1.0エーカーの土地に相当する額

以上の資産を持たない貧困世帯が貸し付けの対象）

は、全国の農村部に広く普及し、政府の住宅政策

を補完してきたことは明らかである。

次に、調査時点のグラミン銀行住宅ローン規定

を見てみたい。借り手に関する主な規定は、以下

のとおりである注7）。①住宅ローンの融資限度額は

3万タカであるが、地域により上限額は異なる、②

利率は年8%で、毎週分割して払い、返済期間は最

長10年である、③融資対象者は、グラミン銀行の

一般ローン（1年払い）を毎週滞りなく2件以上完

済した実績を持つ者、④融資対象者は、本人名義

の宅地を所有している者である、⑤担保は必要な

いが、返済に関する責任は借り手同士の連帯責任

となっている。借り手の連帯責任は、借り手5人

から成るグループ（5人グループ）を基本として、

最大8グループまで統合された40人規模の「セン

ター」と呼ばれるグループにより担保される。

ここで、宅地所有権と返済が滞った場合につい

て、筆者の聞き取りに基づき補足したい注8）。バン

グラデシュでは、家屋の所有権はその家が建つ宅

地の所有者に属しており、通常、家屋だけの登記

はない。そのため、住宅の所有権を得るためには

宅地を所有する必要がある。グラミン銀行はこの

制度にのっとり、本人名義の宅地を所有している

借り手に住宅ローンを提供している。女性の申請

者のほとんどが、夫から委譲された宅地を所有し

ている者であった。住宅ローンを申請する際には、

申請書と土地所有を証明する土地登記事務所発行

の本人名義の権利書をグラミン銀行に提出しなけ

ればならない。ただし、住宅ローンの返済が完了

するまでは、土地家屋の譲渡・転売は認められて

いない。返済に関しては、センター全体の責任と

されているため、住宅ローンの借り手はセンター
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シュ女性・児童省［1998］p.27；Zaman［1996］p.53）。

このように旧来の伝統が引き継がれ、女性は依存

する存在である、と一般的に理解されている。

さて、女性の財産相続放棄を伝統的社会規範に

縛られた行為と受け止める一方で、3つの意味でポ

ジティヴに受け止める理解の仕方もある。それは

ナイオル（Naior：既婚女性が毎年、ある特定の時

期に夫を伴わず実家に帰省する習慣）が持つ機能

から生じている。1つ目は、ナイオルが家族間の資

産交換として機能し、インフォーマルな形での投

資となっている、との見方である。つまり、女性

が実家に帰省すると、兄弟は相続放棄の見返りと

して農作物を土産として提供するということから

交換が成立している、と解釈されているのである

（Mizan ［1994］pp.40-41）。2つ目は、ナイオルに

よって女性が受ける兄弟からの庇護は、女性の婚

家での立場を強める機能を併せ持っている、とす

る見方である（外川［1993］p.44）。3つ目は、ナ

イオルを条件とした相続放棄は、離婚や夫の死後、

実家に戻る際、肩身の狭い思いをしなくて済むよ

うな配慮となっている、という考え方である（海

外経済協力基金委託［1997］p.21）。

以上から、伝統的慣習に従った女性の相続放棄

は一般的であり、また相続した場合でも実質的な

管理権は家長となる異性に委任されているのが現

状である。したがって、経済的および社会的状況

から見て、女性が土地を所有することは極めて困

難であることがうかがえる。

II 調査の目的と方法

上述した内容を踏まえて、住宅ローンを利用し

て自己名義の住宅を所有するに至った女性と、住

宅ローンを借りていない女性との比較を試み、分

析した。貧困層の女性にとって、住むところを確

保できるか否かは非常に大きな関心事である。

質問紙を用いた聞き取りは主に、グラミン銀行

の住宅ローンによって住宅を得た女性と住宅を所

有していない女性との比較を、「自己所有の住宅は

女性の生活に安定をもたらしている」という仮説

の下に、特に女性の財産面からとらえる目的で行

った。調査は2001年11月に行われた。調査地は、

ガジプール県にあるグラミン銀行ドッキンカンウ

ットラ支店とバションガジプール支店の活動内に

ある村である。調査村は首都ダッカから車で1～2

時間の距離にあり、電気が通っている世帯もある。

聞き取り方法は、グラミン銀行本店の行員を通訳

として戸別訪問をした。訪問面接の対象は住宅を

得た女性と住宅を持てない女性との現状認識の違

いを明らかにするために、①グラミン銀行住宅ロ

ーンの借り手（以下、グループA）、②グラミン銀

行に加入しているが住宅ローンの非借り手注 11）

（以下、グループB）、③グラミン銀行に加入して

いない者（以下、グループC）、各30名、合わせて

90名の女性である。なお、グループCについては、

グラミン銀行の借り手に、彼女たちと同程度かそ

れ以下に貧しい女性を紹介してもらった。身なり

や雰囲気、世帯主の職業などから、グラミン銀行

の借り手以上の生活水準にある人は混ざっていな

いと判断した。

III 調査結果と分析

1. グループAの住宅に関する現状

表－1にて、調査対象者の社会的・経済的属性

を、表－2にて、グループAの住宅に関する現状

をまとめた。まず、宅地については全員が委譲さ

れており、実父からが1名、夫からが29名である

（表－2）。宅地を譲り受ける際、問題は発生してい

なかった。それは、グループAの夫が住宅資金の

融資を希望しても一般の金融機関が要件とする十

分な担保を持たず、また融資の対象となるような

職業にも就いていない（表－1）ことから、住環境

を改善し、社会的なステイタスを向上させるため

には、宅地を妻に委譲してでもグラミン銀行から

融資を受ける以外に選択肢がなかったためである。

バングラデシュでは、トタン屋根の家は金持ちと

同意義であり、人々は、いつかはトタン屋根の家

を持ちたいと熱望している（長田 [1989] p.143）。

グループAの夫はその熱い思いを実現するために、

Akita University



24

グループＡ

グループB

グループC

24

29

24

4

1

3

2

0

3

・牛，家禽の飼育（27）
・野菜栽培（9）
・ミシン裁縫（5）
・雑貨店経営（5）

・牛，家禽の飼育（26）
・ミシン裁縫（7）
・野菜栽培（6）
・雑貨店経営（2）

・主婦（21）
・メイド（5）
・無職（2）
・日雇い（1）

・商店経営（10）
・店員（3）
・行商（3）
・農業（3）

・店員，給仕，助手（8）
・商店経営（7）
・行商（7）
・農業（4）

・リキシャー引き（7）
・店員，給仕，助手（6）
・日雇い（4）
・行商（3）

（人）

注）対象者は一般的に兼業であるため，カッコ内の数字の合計は，30（対象者）を超える．
（出典）筆者作成．

調査対象者の主な職業 世帯主の主な職業死別離婚既婚

表－1 調査対象者の社会的・経済的属性

グループA 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

夫から委譲

夫から委譲

夫から委譲

夫から委譲

夫から委譲

父から委譲

夫から委譲

夫から委譲

夫から委譲

夫から委譲

夫から委譲

夫から委譲

夫から委譲

夫から委譲

夫から委譲

夫から委譲

夫から委譲

夫から委譲

夫から委譲

夫から委譲

夫から委譲

夫から委譲

夫から委譲

夫から委譲

夫から委譲

夫から委譲

夫から委譲

夫から委譲

夫から委譲

夫から委譲 

（平均）

12,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

12,000

25,000

25,000

25,000

*30,000

25,000

25,000

25,000

20,000

25,000

10,000

25,000

*35,000

25,000

10,000

25,000

12,000

25,000

25,000

20,000

25,000

10,000

25,000

9,000

21,800

15,000

35,000

35,000

10,000

45,000

5,000

20,000

15,000

35,000

25,000

20,000

30,000

35,000

30,000

28,000

40,000

5,000

30,000

25,000

10,000

8,000

25,000

18,000

30,000

35,000

25,000

30,000

5,000

25,000

15,000

23,600

27,000

60,000

60,000

35,000

70,000

30,000

32,000

40,000

60,000

50,000

50,000

55,000

60,000

55,000

48,000

65,000

15,000

55,000

60,000

35,000

18,000

50,000

30,000

55,000

60,000

45,000

55,000

15,000

50,000

24,000

45,500

注）* は住宅ローンと宅地ローンの合計額である．
（出典）筆者作成．

宅 地 の
所有形態 

借入額
（タカ） 

自己資金
（タカ） 

総建築費
（タカ） 個人番号 

表－2 グループAの住宅ローンの現状
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妻に宅地を委譲したと考えられる。グループAに

は宅地を委譲された後、離婚した者4名と寡婦2名

が含まれている（表－1）。彼女たちは家から追い

出されず、そこにとどまり生活していた。このこ

とが可能だったのは、本人名義の住宅（宅地を含

む）を所有していた点にある。したがって、離婚し

た夫はすでに所有権を妻に委譲していたため権利

の主張ができず、家から出て行った。なお、女性

が名義貸しに利用されローン完済後に所有権が夫

に戻る場合が懸念されるため、所有権者を確認し

たところ、全員が住宅は自分名義であると答えた。

次に、建築に要した額を見てみよう（表－2）。

借入額は、ドッキンカンウットラ支店とバション

ガジプール支店の限度額である2万5000タカが19

名（63.3%）と最多であり、平均すると2万1800タ

カである。自己資金は、平均2万3600タカである。

これらを合わせた建築総費用は、平均4万5500タ

カとなり、自己資金比率は52%である。なお、自己

資金が借入額と同額かそれ以上の者は70%に上る。

さらに、返済は個別の返済計画に従い、一般ロ

ーンと合わせて毎週分割して返済する方法が採ら

れている。返済額は、週200タカを超えない範囲

と定められている。返済の原資については、夫が

いないあるいは夫が無職である借り手の場合は、

雑貨店経営、牛・鶏の飼育、裁縫など1人で複数

の経済活動を行い（表－1）、そこから得た収入を

返済に充てていた。夫がいる借り手の場合、自分

で返済金を用意できないときは夫の収入に頼るこ

とが多い。夫の職業は商店経営（高床式のバラッ

クのような店舗での商いも含む）が最も多く

（42%）、次に店員、行商、農業などである（表－1）。

また、住宅ローンで建てた家、またはその部屋を

貸して家賃収入を得ている借り手が6名（20%）お

り、それを返済に充てていた。家賃収入は、月450

タカが1名、月500タカが1名、月600タカが3名、

月800タカが1名であった。借り手がこうした収入

を得ているという事実は、先行研究では触れられ

ていないことである。

ところで、住宅所有後の夫の態度や心境に、次

のような変化が見られた。それは、①ローン返済

金の一部を工面してくれるようになった（12名：

50%）、②ローンの重要性に気づいた（8名：33%）、

③ローンで建てた家からの家賃収入に満足してい

る（2名：8%）、④大きな家に満足している（2名：

8%）である。

2. 住宅を自己所有する意味

グループAに対し、本人名義の住宅を所有した

利点を尋ねた。その結果をまとめたものが表－3

である。この中から、貧困層の女性特有の利点を

抽出すると、①財産を所有できた（77%）、②安全

な場所を確保できた（30%）、③社会的地位を得た

（30%）、④老後の住み家を確保できた（7%）など

が挙げられる。また、グループAの中でただ1人で

はあるが、離婚した娘に対し、安心できる一時的

避難場所として部屋を提供していた。グループA

には、離婚した娘を抱えている世帯はこの1例だ

けであるため、例外的か一般的かを明確にするこ

とはできない。しかし、所有の住宅がこのように

使われているケースは、本調査で新たに明らかに

されたことである。

グループBとグループCに対しては、女性が本

人名義の住宅を所有する意味を尋ねた。グループ

Aと同様に抽出すると、表－4に示されるように、

グループBは、①安全な場所の確保（67%）、②老

後の住み家の確保（30%）、③社会的地位を得られ

ること（27%）、④財産確保（23%）を挙げている。

これらは、グループAが挙げた利点とポイント差

はあるものの同じ内容である。このことから、女

性が住宅を自己所有することに対するとらえ方の

差異は、グループAとグループBでは小さいと指

摘できる。グループCは、①安全な場所の確保

（43%）、②財産確保（13%）、③老後の住み家の確

保（7%）を挙げている。しかし、グループCの半

数は、「自分の家に住めること」と、問いに問いを

もって答えている。このことから、グループCに

は、女性が本人名義の住宅を所有するという具体

的な感覚はあまりないと指摘できる。したがって、

グループCにとって自己所有の住宅というものは、

グループBより現実味を帯びていないといえる。
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表－3 グループA：本人名義の住宅を所有した利点

以上から、貧困層の女性が住宅を自己所有する

意味として、少なくとも3点が指摘される。それ

は、①財産確保、②追い出されることのない安全

な場所の確保、③老後の住み家の確保である。

ところで、グループBとグループCは住宅ロー

ンの借り手となっていない。そこで、その理由を

見てみたい。グループBについては、①グラミン

銀行に加入しているが一般ローンを2件以上完済

した実績がないため資格がない、②宅地を所有し

ていない、③夫が宅地委譲に同意しない、④住宅

ローン返済の目途が立たない、⑤夫名義ではある

が満足できる住宅にすでに住んでいる、が挙げら

れる。この中で③の理由については、夫婦間の信

頼関係の崩壊が危惧されるため、あるいはローン

利用の利点をしのぐほど、夫の自己所有に対する

執着心が強いためと考えられる。④については、

部屋を貸すことで返済額を賄うことができるため、

住宅を自己所有できる可能性は高いといえる。グ

・立派な家という財産を所有できた

・子どもに部屋を与えることができた

・子ども特に娘と自分にとっての安全な場所を確保できた

・社会的な地位を得た

・家賃を払う必要がなくなった

・子どもの結婚、特に娘の結婚に有利になった

・家賃収入を得られた

・仕事場を確保または拡張できた

・毎年家を修理しなくてよい

・老後の住み家を確保できた

・将来に対する安心感が得られた

・自分が強くなった

・家を好きに飾れる

・娘が離婚されても，安心して帰ってくる場所を提供できた

23

13

9

9

9

9

5

4

2

2

1

1

1

1

76.6

43.3

30.0

30.0

30.0

30.0

16.7

13.3

6.7

6.7

3.3

3.3

3.3

3.3

（ｎ＝ 89）（30名中（%））

（出典）筆者作成．

グループB　　　　　　　　　　　（ｎ＝ 74）（30名中（%）） 

・安全な場所を確保できること

・老後の住み家を確保できること

・子どもに部屋を与えることができること

・社会的地位を得られること

・家賃収入を得られること

・財産を得られること

・将来が心強い

・子どもの結婚，特に娘の結婚に有利になること

・子どもに家を与えることができること

・女性を強くするもの

・家賃を払わなくてよいこと

・子どもの教育に必要なもの

・仕事場を拡張できること 

20

9

9

8

7

7

4

3

2

2

1

1

1

66.7

30.0

30.0

26.7

23.3

23.3

13.3

10.0

6.7

6.7

3.3

3.3

3.3

グループC　　　　　（ｎ＝62）（30名中（%）） 

・自分の家に住めること

・家賃を払わなくてよいこと

・安全な場所を確保できること

・家賃収入を得られること

・財産を得ること

・子どもに部屋を与えられること

・老後の住み家を確保できること

・娘にとって安全な場所であること

・娘の結婚に有利であること

・子どもと一緒に住めること

・衛生的な家に住めること

・自由に住めること

・興味深いこと 

15

14

13

6

4

2

2

1

1

1

1

1

1

50.0

46.7

43.3

20.0

13.3

6.7

6.7

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

3.3

（出典）筆者作成．

表－4 グループBとグループC：女性が本人名義の住宅を所有する意味
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ループCについては、グラミン銀行に加入してい

ないため資格がない。しかし、グループBの90%、

グループCの83%は住宅ローンの融資を希望して

いた。

3. 住宅の満足度

まず、住宅の整備状況については、グループB

は本人名義の住宅に住んでいる者はなく、夫名義

の住宅が27名（90%）、借家・間借りが3名（10%）

である。夫名義の住宅のうち、屋根の葺き替えな

ど毎年補修している者が19名（70%）、1、2年ごと

に補修している者が7名（26%）、6カ月ごとが1名

である。グループCも本人名義の住宅に住んでい

る者はなく、借家が20名（67%）、夫名義の住宅が

8名（27%）、小屋のような家が2名である。夫名義

の住宅の補修状況は、毎年行っている者が5名

（63%）、2年ごとが1名、6カ月ごとが1名、3カ月

ごとが1名である。なお、グループBの離婚者1名

とグループCの離婚者3名、およびグループCの寡

婦1名は借家住まいであり、グループCの寡婦2名

は小屋のような家で暮らしていた。一方、グルー

プAの住宅は、さまざまな災害にもほとんど修理

を必要としていなかった。したがって、修理回数

が多いグループBとグループCの住宅は、グルー

プAよりも状態が悪いことがわかる。

そこで、住宅に関する満足度を表－5で見ると、

グループAは全員が、自己所有の丈夫な住宅に満

足している。グループBの満足度はグループAよ

り低く、グループCはグループBよりさらに低い。

グループCには全く満足していない者が60%以上

いる。グループBとグループCの不満の理由は、

グループBの場合は、家が狭いこと、ほぼ毎年修

理を要することであり、グループCの場合は、借

家住まい（間借りが多い）で家賃が家計を圧迫し

ているためである。調査地の家賃相場は、月450

タカから600タカであり、それが夫の収入に占め

る割合は60%に上る場合もあった。

以上、「III 調査結果と分析」から明らかにされ

た主なことは、以下のとおりである。①グラミン

銀行の住宅ローンを借り入れた女性は、住宅を建

築するために、宅地委譲という形で男性（主に夫）

からの協力を得ている、②住宅ローンの仕組みは

宅地・住宅の所有者として女性を保護している、

③住宅そのものが女性の大きな財産となっている、

④女性にとって住宅は、老後の住み家となり得る

永続的な居場所となっている、⑤貸家・貸間とい

うビジネスが経済的な安定に寄与している。これ

らのことから、住宅ローンは、女性の生活に法

的・経済的・社会的な安定をもたらしているとい

える。

おわりに

これまで、グラミン銀行の住宅ローンのシステ

ムがバングラデシュの貧困層の女性たちに与える

影響、特に経済面における影響に焦点を絞って見

てきたが、実際には女性たちの認識の向上、子ども

の教育に対する考え方の変化、女性間のネットワ

ークの広がりなど、より広範な社会的意義をもた

らしていることも、調査を進める中で感じられた。

経済面にとどまらぬ社会的変化をとらえるため、

多角的なアプローチから、調査・研究・検証を行

う必要がある。これが今後の課題である。

グループA

グループB

グループC

全　　　体 

96.7

0

0

32.2

3.3

20.0

6.7

10.0

0

63.3

26.7

30.0

0

16.7

63.3

26.7

0

0

3.3

1.1

100

100

100

100

（%）

（出典）筆者作成．

とても
満　足 

やや満足 
あまり満足
していない 

全 く 満 足
していない 

わから
な　い 

計 

表－5 住宅の満足度
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注　釈

1) 本稿でいう貧困層とは，グラミン銀行のローン融資対

象者となる0.5エーカー未満の土地所有世帯（実質的土

地なし層）を指す．こうした世帯は，1995/96のデータ

によると，バングラデシュ全世帯の55%を占めている．

農村部における1世帯1カ月当たりの平均所得は3658

タカであるが，「実質的土地なし層」の1世帯1カ月当

たり平均所得は，全くの土地なし世帯では2325タカ，

0.01～0.04エーカー所有の世帯では2055タカ，0.05～

0 . 4 9エーカー所有の世帯では 2 7 9 3タカである

（Bangladesh Bureau of Statistics [1998] p.38 ）．

2) たとえば、女性は簡単に離婚を言い渡される，あるい

は夫から暴力を振るわれる，といった被害に遭ってい

る．『人間開発報告書2000（人権と人間開発）』（国連開

発計画［2000］p.47）によると，バングラデシュの女

性の半数は，親密なパートナーから身体的暴力を受け

た体験を持っていることがわかる．貧困層の女性の場

合は，この割合よりもさらに多いと推測される．

3) トッド・ヘレンは，グラミン銀行の借り手を1年間参

与観察し，未亡人が家庭内でどのように扱われている

か，具体的な報告を行っている（Todd［1996］pp. 81-

84）．

4) 政府はこの政策の中で，公的機関による住宅政策金融

事業は国民の需要をほとんど満たしていないことを認

めている．こうした現状を補完するものとして，近年，

グラミン銀行による住宅資金の供給が開始された，と

グラミン銀行の住宅ローンに触れている（海外経済協

力基金委託［1997］p.5）．

5) 2000年度のローン件数のうち，加工，製造，農業，畜

産など主として家屋内で行われる経済活動は74.8%を

占めている（Grameen Bank［2001］p.24）．

6) 支店総数は1160に及び，その95%を占める1096支店に

おいて住宅ロ―ンの取り扱い業務を行っている．広域

ゾーンのうち，住宅ローンの件数が最も多いのはダッ

カ・ゾーンで，借り手の45.6%を占めている．逆に最

も少ないのは，1998年にコミラ・ゾーンから分離し，

新たに設置されたノアカリ・ゾーンで，借り手の6.3%

が融資を受けている．このように地域により住宅ロー

ンの普及に差はあるが，平均すると借り手の4人に1人

が，住宅ローンで建築した家に住んでいる．Grameen

Bank［2001］を参照．

7) 調査時点における住宅ローン規定は，1998年7月26日

に通達された回状に基づく（グラミン銀行［1998］

pp.1-3）．

8) 補足は，2001年11月20日，グラミン銀行本店での筆者

の聞き取りに基づいている．

9) ハナフィ・イスラム法とは，バングラデシュにおける

財産の相続に関して，イスラム法に基づいて規定され

た法律である（Mizan［1994］p.40）．

10) 通常，有給の仕事に従事し，資産，特に土地の購入資

金を貯蓄できる女性は少ない．しかし，中には女性自

身が資金を蓄え，ベナミ（benamee）（口約束だけの簡

単な取引で土地を購入する方法で，全額支払いが済ん

だ時点で土地の所有が可能となるシステム）を通して

土地を購入する場合がある．またベナミには，偽名で

作成されてはいるが，法律上の書類として通っている

ものも含まれているが，いずれにしても，その女性が

所有権者であると確認できる合法的な書類は存在せず，

実際に，その女性の所有にならずに支払い済みの資金

を失う場合もある（Mizan［1994］pp.39-40）．

11) グラミン銀行は住宅ローンの他に，一般ローン，季節

ローンなどを提供している．詳細は，グラミン銀行

『年次報告書』各年度版を参照．
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